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県
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四
百
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四
号

鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律

(

平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号)

第
四
十
一

条
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
平
成
十
九
年
度
狩
猟
免
許
試
験
を
施
行
す
る
の
で
、
鳥
獣
の
保
護
及

び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則

(

平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十
八
号)

第
五
十
一
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
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平
成
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五
月
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日
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試
験
の
期
日

試

験

の

場

所

備

考

平
成
十
九
年
七

月
八
日

青
森
市
松
原
一
丁
目
六
の
一
五

青
森
市
中
央
市
民
セ
ン
タ
ー
大
会
議
室

平
成
十
九
年
九

月
五
日

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

青
森
県
庁
舎
西
棟
八
階
大
会
議
室

試
験
の

種

別

狩
猟
免
許

の
種
類

試
験
の
科
目
及
び
課
題

試
験
時
間

受
付
時
間

適
性
試
験

網
猟
免
許

わ
な
猟
免

許第
一
種
銃

猟
免
許

第
二
種
銃

猟
免
許

１

視

力

２

聴

力

３

運
動
能
力

午
前
九
時

四
十
分
か

ら
午
前
十

時
ま
で

知
識
試
験

網
猟
免
許

わ
な
猟
免

許第
一
種
銃

猟
免
許

第
二
種
銃

猟
免
許

１

鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化

に
関
す
る
法
令

２

猟
具
に
関
す
る
知
識

３

鳥
獣
に
関
す
る
知
識

午
前
十
時

か
ら
午
後

零
時
十
分

ま
で

網
猟
免
許

わ
な
猟
免

許

１

銃
器
以
外
の
猟
具
を
見
て
当
該
猟

具
の
使
用
の
是
非
を
判
別
す
る
こ
と
。

２

む
そ
う
網
、
く
く
り
わ
な
及
び
は

こ
わ
な
の
う
ち
一
つ
を
架
設
す
る
こ

と
。

３

鳥
獣
の
図
画
を
見
て
そ
の
鳥
獣
の

判
別
を
瞬
時
に
行
う
こ
と
。

技
能
試
験

第
一
種
銃

猟
免
許

１

模
造
銃

(

空
気
銃
以
外
の
銃
器
を

模
し
た
物
を
い
う
。
２
か
ら
４
ま
で

に
お
い
て
同
じ
。)

に
つ
い
て
点
検
、

分
解
及
び
結
合
の
操
作
を
行
う
こ
と
。

午
後
一
時

十
分
か
ら

午
後
三
時

ま
で

午
前
九
時

十
分
か
ら

午
前
九
時

三
十
分
ま

で

�
�
�
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三

受
験
で
き
な
い
者

１

県
外
に
住
所
を
有
す
る
者

２

試
験
当
日
二
十
歳
に
満
た
な
い
者

３

統
合
失
調
症
、
そ
う
う
つ
病
、
て
ん
か
ん
そ
の
他
自
己
の
行
為
の
是
非
を
判
別
し
、
又
は
そ

の
判
別
に
従
っ
て
行
動
す
る
能
力
を
失
わ
せ
、
又
は
著
し
く
低
下
さ
せ
る
症
状
を
呈
す
る
病
気

に
か
か
っ
て
い
る
者

４

麻
薬
、
大
麻
、
あ
へ
ん
又
は
覚
せ
い
剤
の
中
毒
者

５

自
己
の
行
為
の
是
非
を
判
別
し
、
又
は
そ
の
判
別
に
従
っ
て
行
動
す
る
能
力
が
な
く
、
又
は

著
し
く
低
い
者

６

鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
又
は
こ
の
法
律
に
基
づ
く
命
令
の
規
定
に

違
反
し
て
、
罰
金
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は
執
行
を
受
け
る
こ
と

が
な
く
な
っ
た
日
か
ら
三
年
を
経
過
し
な
い
者

７

鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
又
は
こ
の
法
律
に
基
づ
く
命
令
の
規
定
に

違
反
し
て
、
狩
猟
免
許
を
取
り
消
さ
れ
、
そ
の
取
消
し
の
日
か
ら
三
年
を
経
過
し
な
い
者

四

受
験
の
申
請
手
続
等

狩
猟
免
許
試
験
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
平
成
十
九
年
七
月
八
日
に
受
験
す
る
も
の
に
あ
っ

て
は
、
平
成
十
九
年
五
月
二
十
九
日
か
ら
同
年
六
月
二
十
九
日
ま
で
に
、
平
成
十
九
年
九
月
五
日

に
受
験
す
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
平
成
十
九
年
七
月
二
十
七
日
か
ら
同
年
八
月
二
十
七
日
ま
で
に
、

狩
猟
免
許
申
請
書

(

各
地
域
県
民
局
地
域
農
林
水
産
部
に
お
い
て
交
付
す
る
。)

に
必
要
な
事
項

を
記
載
し
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て
申
請
者
の
住
所
地
を
所
管
す
る
地
域
県
民
局
地
域
農

林
水
産
部
に
提
出
す
る
こ
と
。

１

狩
猟
免
許
申
請
手
数
料
と
し
て
次
に
掲
げ
る
金
額
に
相
当
す
る
額
の
青
森
県
収
入
証
紙

�

鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
第
四
十
九
条
第
一
号
該
当
者

(

異
種
免

許
を
受
け
よ
う
と
す
る
者)

四
千
円

�

そ
の
他
の
者

(

初
心
者)

五
千
三
百
円

２

写
真

(

申
請
前
六
月
以
内
に
撮
影
し
た
無
帽
、
正
面
、
上
三
分
身
及
び
無
背
景
の
縦
の
長
さ

三
・
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
の
長
さ
二
・
四
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
写
真)

一
枚

３

返
信
用
封
筒

(

申
請
者
の
住
所
及
び
氏
名
を
記
載
し
、
郵
便
切
手

(

八
十
円)

を
ち
ょ
う
付

し
た
も
の)

一
通

４

申
請
者
が
第
一
種
銃
猟
免
許
又
は
第
二
種
銃
猟
免
許
に
係
る
銃
器
の
所
持
の
許
可
を
現
に
受

け
て
い
る
場
合
は
、
当
該
許
可
に
係
る
許
可
証
の
写
し

一
通

５

銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法

(

昭
和
三
十
三
年
法
律
第
六
号)

第
四
条
第
一
項
第
一
号
の
規

定
に
よ
る
許
可
を
現
に
受
け
て
い
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
者
が
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟

の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
第
四
十
条
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
該
当
し
な
い
旨
の
医
師
の
診

断
書

一
通

五

そ
の
他

詳
細
に
つ
い
て
は
、
最
寄
り
の
地
域
県
民
局
地
域
農
林
水
産
部
又
は
青
森
県
環
境
生
活
部
自
然

保
護
課

(

電
話
〇
一
七
―
七
三
四
―
九
二
五
七
番)

に
問
い
合
わ
せ
る
こ
と
。

青
森
県
告
示
第
四
百
十
五
号

鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律

(

平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号)

第
五
十
一

条
第
二
項
及
び
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
平
成
十
九
年
度
に
お
け
る
適
性
試
験
及
び
講
習

を
実
施
す
る
の
で
、
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則

(

平
成
十
四
年
環

境
省
令
第
二
十
八
号)

第
五
十
九
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
令
第
五
十
一
条
第

二
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
十
九
年
五
月
十
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾
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２

模
造
銃
に
模
造
弾
を
装
て
ん
し
、

射
撃
姿
勢
を
と
っ
た
後
模
造
弾
の
脱

包
を
行
う
こ
と
。

３

二
人
以
上
で
行
動
す
る
場
合
に
お

け
る
銃
器
の
保
持
及
び
携
行
並
び
に

そ
の
受
け
渡
し
を
模
造
銃
を
用
い
て

行
う
こ
と
。

４

休
憩
の
際
必
要
な
銃
器
の
操
作
を

模
造
銃
を
用
い
て
行
う
こ
と
。

５

空
気
銃
を
模
し
た
物
に
つ
い
て
圧

縮
操
作
を
し
、
弾
丸
を
用
い
な
い
で

装
て
ん
の
操
作
を
行
っ
た
後
射
撃
姿

勢
を
と
る
こ
と
。

６

距
離
の
目
測
を
行
う
こ
と
。

７

鳥
獣
の
図
画
を
見
て
そ
の
鳥
獣
の

判
別
を
瞬
時
に
行
う
こ
と
。

第
二
種
銃

猟
免
許

１

空
気
銃
を
模
し
た
物
に
つ
い
て
圧

縮
操
作
を
し
、
弾
丸
を
用
い
な
い
で

装
て
ん
の
操
作
を
行
っ
た
後
射
撃
姿

勢
を
と
る
こ
と
。

２

距
離
の
目
測
を
行
う
こ
と
。

３

鳥
獣
の
図
画
を
見
て
そ
の
鳥
獣
の

判
別
を
瞬
時
に
行
う
こ
と
。
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一

適
性
試
験
及
び
講
習
の
期
日
、
場
所
等

二

適
性
試
験
及
び
講
習
の
科
目
、
時
間
等

三

適
性
試
験
及
び
講
習
の
対
象
者

平
成
十
九
年
四
月
十
六
日
か
ら
平
成
二
十
年
四
月
十
五
日
ま
で
に
狩
猟
免
許
の
有
効
期
間
が
満

了
す
る
者
で
あ
っ
て
、
現
に
県
内
に
住
所
を
有
し
、
こ
れ
ら
の
狩
猟
免
許
を
有
す
る
も
の
と
す
る
。

た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。

１

統
合
失
調
症
、
そ
う
う
つ
病
、
て
ん
か
ん
そ
の
他
自
己
の
行
為
の
是
非
を
判
別
し
、
又
は
そ

の
判
別
に
従
っ
て
行
動
す
る
能
力
を
失
わ
せ
、
又
は
著
し
く
低
下
さ
せ
る
症
状
を
呈
す
る
病
気

に
か
か
っ
て
い
る
者

２

麻
薬
、
大
麻
、
あ
へ
ん
又
は
覚
せ
い
剤
の
中
毒
者

３

自
己
の
行
為
の
是
非
を
判
別
し
、
又
は
そ
の
判
別
に
従
っ
て
行
動
す
る
能
力
が
な
く
、
又
は

著
し
く
低
い
者

四

免
許
更
新
申
請
書
の
提
出
期
限
及
び
提
出
先

適
性
試
験
及
び
講
習
の
実
施
日
の
十
四
日
前
ま
で
に
、
狩
猟
免
許
有
効
期
間
更
新
申
請
書

(

各

地
域
県
民
局
地
域
農
林
水
産
部
に
お
い
て
交
付
す
る
。)

に
必
要
な
事
項
を
記
載
し
、
次
に
掲
げ

る
書
類
を
添
付
し
て
申
請
者
の
住
所
地
を
所
管
す
る
地
域
県
民
局
地
域
農
林
水
産
部
に
提
出
す
る

こ
と
。

１

狩
猟
免
許
更
新
申
請
手
数
料
と
し
て
次
に
掲
げ
る
金
額
に
相
当
す
る
額
の
青
森
県
収
入
証
紙

二
千
九
百
円

２

写
真

(

申
請
前
六
月
以
内
に
撮
影
し
た
無
帽
、
正
面
、
上
三
分
身
及
び
無
背
景
の
縦
の
長
さ

三
・
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
の
長
さ
二
・
四
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
写
真)

一
枚

３

申
請
者
が
第
一
種
銃
猟
免
許
又
は
第
二
種
銃
猟
免
許
に
係
る
銃
器
の
所
持
の
許
可
を
現
に
受

け
て
い
る
場
合
は
、
当
該
許
可
に
係
る
許
可
証
の
写
し

一
通

４

銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法

(

昭
和
三
十
三
年
法
律
第
六
号)

第
四
条
第
一
項
第
一
号
の
規

定
に
よ
る
許
可
を
現
に
受
け
て
い
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
者
が
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟

の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
第
四
十
条
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
該
当
し
な
い
旨
の
医
師
の
診

断
書

一
通

５

更
新
し
よ
う
と
す
る
狩
猟
免
状

五

そ
の
他

詳
細
に
つ
い
て
は
、
最
寄
り
の
地
域
県
民
局
地
域
農
林
水
産
部
又
は
青
森
県
環
境
生
活
部
自
然

保
護
課

(

電
話
〇
一
七
―
七
三
四
―
九
二
五
七
番)

に
問
い
合
わ
せ
る
こ
と
。

青
森
県
告
示
第
四
百
十
六
号

障
害
者
自
立
支
援
法(

平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う
者
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
一
条
第
一
号
の

規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
十
九
年
五
月
十
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青 森 県 報������	�
� �� 第2781号�

所
管
課
名
又
は
所

管
地
域
県
民
局
名

期

日

場

所

備

考

自
然
保
護
課

平
成
十
九
年
九

月
十
三
日

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

青
森
県
庁
舎
西
棟
八
階
中
会
議
室

東
青
地
域
県
民
局

平
成
十
九
年
七

月
三
十
一
日

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

青
森
県
庁
舎
西
棟
八
階
中
会
議
室

中
南
地
域
県
民
局

平
成
十
九
年
八

月
十
日

弘
前
市
大
字
豊
田
二
丁
目
三

青
森
県
武
道
館
第
二
・
三
会
議
室

三
八
地
域
県
民
局

平
成
十
九
年
七

月
三
十
日

八
戸
市
長
根
一
丁
目
二
の
八

三
八
教
育
会
館

西
北
地
域
県
民
局

平
成
十
九
年
八

月
三
日

五
所
川
原
市
字
栄
町
一
〇

五
所
川
原
合
同
庁
舎

上
北
地
域
県
民
局

平
成
十
九
年
七

月
十
九
日

十
和
田
市
西
十
二
番
町
二
〇
の
一
二

十
和
田
合
同
庁
舎

下
北
地
域
県
民
局

平
成
十
九
年
八

月
三
日

む
つ
市
中
央
一
丁
目
一
の
八

む
つ
合
同
庁
舎
旧
館
三
階
大
会
議
室

区

分

科

目

時

間

受
付
時
間

適
性
試
験

１

視

力

２

聴

力

３

運
動
能
力

午
前
九
時
三
十
分
か
ら

午
前
十
一
時
ま
で

講

習

１

鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適

正
化
に
関
す
る
法
令

２

鳥
獣
の
判
別

３

猟
具
の
取
扱
い

午
前
十
一
時
か
ら
午
後

三
時
ま
で

(

た
だ
し
、

正
午
か
ら
午
後
一
時
ま

で
は
休
憩)

午
前
九
時
か
ら

午
前
九
時
二
十

分
ま
で

� �



� �

青
森
県
告
示
第
四
百
十
七
号

障
害
者
自
立
支
援
法(

平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
四
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
か
ら
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う
事
業
所
の
名

称
を
変
更
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
一
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
十
九
年
五
月
十
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青 森 県 報平成19年５月18日 金曜日 第2781号 �

指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス

事

業

者

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
行
う

事

業

所

名

称

主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

障
害
福
祉

サ
ー
ビ
ス

の
種
類

名

称

所

在

地

指

定

年
月
日

医
療
法
人
な

ご
み
会

上
北
郡
東
北
町
字

上
笹
橋
二
三
の
八

共
同
生
活

介
護

共
同
生
活
な

ご
み
の
家
あ

ん
ず

上
北
郡
東
北
町
字

上
笹
橋
二
三
の
八

平
成

��

･

�･

��

医
療
法
人
な

ご
み
会

上
北
郡
東
北
町
字

上
笹
橋
二
三
の
八

自
立
訓
練

(

生
活
訓

練)

生
活
訓
練
な

ご
み
の
家
あ

ん
ず

上
北
郡
東
北
町
字

上
笹
橋
二
三
の
八

〃

有
限
会
社
光

仁
メ
デ
ィ
カ

ル
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト

北
津
軽
郡
板
柳
町

大
字
福
野
田
字
実

田
四
四
の
一

居
宅
介
護

セ
ー
フ
テ
ー

ヘ
ル
プ
サ
ー

ビ
ス

北
津
軽
郡
板
柳
町

福
野
田
字
実
田
四

四
の
一

��

･

�･

�

社
会
福
祉
法

人
七
峰
会

弘
前
市
大
字
下
白

銀
町
二
一
の
八

就
労
移
行

支
援

(
一

般
型)
就
労
サ
ポ
ー

ト
ひ
ろ
さ
き

弘
前
市
大
字
熊
嶋

字
亀
田
一
八
四
の

一

〃

社
会
福
祉
法

人
つ
が
る
三

和
会

弘
前
市
大
字
三
和

字
上
恋
塚
一
九

就
労
継
続

支
援

(

Ａ

型)

障
害
福
祉
就

労
継
続
支
援

施
設(

Ａ
型)

三
和
の
里

弘
前
市
大
字
三
和

字
下
恋
塚
一
八
九

の
一
四

〃

社
会
福
祉
法

人
三
恵
会

む
つ
市
大
畑
町
大

赤
川
二
九
の
四

行
動
援
護

延
寿
園
ホ
ー

ム
ヘ
ル
プ
セ

ン
タ
ー

む
つ
市
大
畑
町
観

音
堂
二
五
の
一

〃

株
式
会
社
エ

ン
ジ
ェ
ル
ス

む
つ
市
柳
町
四
丁

目
三
の
三

就
労
継
続

支
援

(

Ａ

型)

株
式
会
社
エ

ン
ジ
ェ
ル
ス

む
つ
市
柳
町
四
丁

目
三
の
三

〃

特
定
非
営
利

活
動
法
人
夢

の
里

青
森
市
浪
打
一
丁

目
一
二
の
九

共
同
生
活

援
助

共
同
生
活
援

助
事
業
所

｢

和｣

青
森
市
浪
打
一
丁

目
一
二
の
九

〃

有
限
会
社
修

清

北
津
軽
郡
中
泊
町

大
字
中
里
字
宝
森

二
九
一
の
三

共
同
生
活

援
助

グ
ル
ー
プ
ホ

ー
ム
夢
の
森

北
津
軽
郡
中
泊
町

大
沢
内
字
海
原
二

一
三
の
二

〃

株
式
会
社
エ

ン
ジ
ェ
ル
ス

む
つ
市
柳
町
四
丁

目
三
の
三

共
同
生
活

援
助

株
式
会
社
エ

ン
ジ
ェ
ル
ス

グ
ル
ー
プ
ホ

ー
ム
天
使
の

家

む
つ
市
柳
町
四
丁

目
二
の
一
三

〃

指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス

事

業

者

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業

を

行

う

事

業

所

区

分

名

称

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

障
害
福
祉

サ
ー
ビ
ス

の
種
類

名

称

所

在

地

変

更

年
月
日

変
更
前

ア
イ
リ
ス

ケ
ア
セ
ン

タ
ー
湊
高

台

変
更
後

株
式
会
社

ニ
チ
イ
学

館

東
京
都
千
代

田
区
神
田
駿

河
台
二
丁
目

九

居
宅
介
護

ニ
チ
イ
ケ

ア
セ
ン
タ

ー
湊
高
台

八
戸
市
大
字

新
井
田
字
水

溜
六
の
一
六

平
成

��･

�･

�

変
更
前

ア
イ
リ
ス

ケ
ア
セ
ン

タ
ー
お
い

ら
せ

変
更
後

株
式
会
社

ニ
チ
イ
学

館

東
京
都
千
代

田
区
神
田
駿

河
台
二
丁
目

九

居
宅
介
護

ニ
チ
イ
ケ

ア
セ
ン
タ

ー
お
い
ら

せ

上
北
郡
お
い

ら
せ
町
中
平

下
長
根
山
一

の
一
一
三
七

〃

変
更
前

ア
イ
リ
ス

ケ
ア
セ
ン

タ
ー
八
戸

変
更
後

株
式
会
社

ニ
チ
イ
学

館

東
京
都
千
代

田
区
神
田
駿

河
台
二
丁
目

九

居
宅
介
護

ニ
チ
イ
ケ

ア
セ
ン
タ

ー
八
戸

八
戸
市
根
城

三
丁
目
四
の

一
七

〃

変
更
前

ア
イ
リ
ス

ケ
ア
セ
ン

タ
ー
十
和

田

変
更
後

株
式
会
社

ニ
チ
イ
学

館

東
京
都
千
代

田
区
神
田
駿

河
台
二
丁
目

九

居
宅
介
護

ニ
チ
イ
ケ

ア
セ
ン
タ

ー
十
和
田

十
和
田
市
稲

生
町
四
の
二

三

第
一
田

中
ビ
ル
４
Ｆ

〃

� �



� �

青
森
県
告
示
第
四
百
十
八
号

障
害
者
自
立
支
援
法(

平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
三
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
相
談
支
援
事
業
を
行
う
者
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
一
条
第
一
号
の
規
定
に
よ

り
公
示
す
る
。

平
成
十
九
年
五
月
十
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

人

事

委

員

会

人
事
委
員
会
規
則
七
―
四
四

(

通
勤
手
当)

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
九
年
五
月
十
八
日

青
森
県
人
事
委
員
会
委
員
長

佐
々
木

忠

一

人
事
委
員
会
規
則
七
―
四
四

(

通
勤
手
当)

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

人
事
委
員
会
規
則
七
―
四
四

(

通
勤
手
当)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
九
条
中

｢

次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の｣

を

｢

自
動
車
そ
の
他
の
原
動
機
付
の
交
通
用
具
及
び
自

転
車｣

に
改
め
、
各
号
を
削
る
。

第
二
十
条
の
三
第
二
項
中

｢

同
号
に
定
め
る
期
間
に
係
る
最
後｣

を

｢

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に

掲
げ
る
事
由
が
同
号
に
定
め
る
期
間
に
係
る
最
後｣

に
改
め
、

｢

、
地
方
公
務
員
法
第
二
十
八
条
の

二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
退
職
そ
の
他
の
離
職
を
す
る
こ
と
、
長
期
間
の
研
修
等
の
た
め
に
旅
行
を

す
る
こ
と
、
勤
務
態
様
の
変
更
に
よ
り
通
勤
の
た
め
負
担
す
る
運
賃
等
の
額
に
変
更
が
あ
る
こ
と
そ

の
他
人
事
委
員
会
の
定
め
る
事
由
が｣

を
削
り
、

｢

同
号
に
定
め
る
期
間
に
係
る
最
初｣

を

｢

当
該

期
間
に
係
る
最
初｣

に
改
め
、
同
項
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。

一

地
方
公
務
員
法
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
退
職
そ
の
他
の
離
職
を
す
る
こ
と
。

二

長
期
間
の
研
修
等
の
た
め
に
旅
行
を
す
る
こ
と
。

三

勤
務
場
所
を
異
に
す
る
異
動
又
は
在
勤
す
る
公
署
の
移
転
に
伴
い
通
勤
経
路
又
は
通
勤
方
法

に
変
更
が
あ
る
こ
と
。

四

勤
務
態
様
の
変
更
に
よ
り
通
勤
の
た
め
負
担
す
る
運
賃
等
の
額
に
変
更
が
あ
る
こ
と
。

五

そ
の
他
人
事
委
員
会
の
定
め
る
事
由
が
生
ず
る
こ
と
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
九
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

人
事
委
員
会
規
則
一
四
―
〇

(

県
職
員
に
係
る
管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則)

の
一
部
を

改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
九
年
五
月
十
八
日

青
森
県
人
事
委
員
会
委
員
長

佐
々
木

忠

一

.

青 森 県 報������	�
� �� 第2781号�

変
更
前

ア
イ
リ
ス

ケ
ア
セ
ン

タ
ー
三
沢

変
更
後

株
式
会
社

ニ
チ
イ
学

館

東
京
都
千
代

田
区
神
田
駿

河
台
二
丁
目

九

居
宅
介
護

ニ
チ
イ
ケ

ア
セ
ン
タ

ー
三
沢

三
沢
市
大
町

二
丁
目
八
の

三

〃

変
更
前

ア
イ
リ
ス

ケ
ア
セ
ン

タ
ー
む
つ

変
更
後

株
式
会
社

ニ
チ
イ
学

館

東
京
都
千
代

田
区
神
田
駿

河
台
二
丁
目

九

居
宅
介
護

ニ
チ
イ
ケ

ア
セ
ン
タ

ー
む
つ

む
つ
市
大
字

関
根
字
北
関

根
二
〇
五
の

四

〃

変
更
前

ア
イ
リ
ス

ケ
ア
セ
ン

タ
ー
む
つ

中
央

変
更
後

株
式
会
社

ニ
チ
イ
学

館

東
京
都
千
代

田
区
神
田
駿

河
台
二
丁
目

九

居
宅
介
護

ニ
チ
イ
ケ

ア
セ
ン
タ

ー
む
つ
中

央

む
つ
市
旭
町

七
の
四
七

〃

指
定
相
談
支
援
事
業
者

相
談
支
援
事
業
を
行
う
事
業
所

名

称

主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

名

称

所

在

地

指

定

年
月
日

社
会
福
祉
法

人
清
慈
会

八
戸
市
大
字
新
井
田
字

松
山
下
野
場
七
の
一
五

地
域
生
活
支

援
セ
ン
タ
ー

清
岳
園

三
戸
郡
南
部
町
大
字
下

名
久
井
字
高
森
五
七
の

七

平
成

��･

�･

�

� �



� �

人
事
委
員
会
規
則
一
四
―
〇

(

県
職
員
に
係
る
管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則)

の
一

部
を
改
正
す
る
規
則

人
事
委
員
会
規
則
一
四
―
〇

(

県
職
員
に
係
る
管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則)

の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
号
の
表
知
事
部
局
の
項
中

｢

、
地
域
連
携
推
進
監｣

及
び

｢

、
環
境
再
生
対
策
監
、
県

土
整
備
企
画
監｣
を
削
り
、

｢
(

課
の
人
事
事
務
等
を
主
と
し
て
担
当
す
る
も
の｣

の
下
に

｢

並
び

に
財
政
課｣

を
加
え
、

｢
局
又
は｣

を
削
り
、｢

又
は
庁
舎
管
理｣

を

｢

に
関
す
る
事
務
を
担
当
す

る
も
の
、
財
産
管
理
課
に
置
く
も
の
で
庁
舎
管
理｣

に
改
め
、｢

又
は
局｣

を
削
り
、｢

行
政
経
営
推

進
室
に
置
く
も
の
で
行
政
改
革
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
も
の
及
び
企
画
課
に
置
く
も
の
で
行
政

評
価
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
も
の｣

を

｢

企
画
課
に
置
く
も
の
で
行
政
評
価
に
関
す
る
事
務
を

担
当
す
る
も
の
並
び
に
秘
書
課
及
び
行
政
経
営
推
進
室
に
置
く
も
の｣

に
改
め
、｢

及
び
総
務
学
事

課
に
置
く
も
の
で
法
令
審
査
又
は｣

を

｢

、
総
務
学
事
課
に
置
く
も
の
で
法
令
審
査
に
関
す
る
事
務

を
担
当
す
る
も
の
及
び
財
産
管
理
課
に
置
く
も
の
で｣
に
改
め
、
同
表
出
納
局
の
項
中｢

副
出
納
長｣

の
下
に

｢

、
次
長｣

を
加
え
、
同
表
人
事
委
員
会
事
務
局
の
項
中

｢

課
長｣

の
下
に

｢

、
副
参
事｣

を
加
え
、
同
表
備
考
第
六
項
中

｢

、
給
与｣

を
削
る
。

別
表
第
二
号
の
表
地
域
県
民
局
の
項
中

｢

、
地
域
連
携
室
長｣
を
削
り
、

｢

次
長
、
総
務
企
画
室

長｣

を

｢

次
長

(

こ
ど
も
相
談
総
室
に
置
く
も
の
を
除
く
。)

、
管
理
室
長
、
企
画
調
整
室
長｣

に

改
め
、

｢

庶
務
担
当
課
長
等｣

の
下
に

｢

、
環
境
管
理
事
務
所
長｣

を
、

｢
家
畜
保
健
衛
生
所
長｣

の
下
に

｢

、
水
産
業
改
良
普
及
所
長｣

を
、

｢

漁
港
漁
場
整
備
事
務
所
長｣
の
下
に

｢

、
ダ
ム
建
設

所
長｣

を
、

｢

ダ
ム
管
理
所
長｣

の
下
に

｢

、
道
路
河
川
事
業
所
長｣

を
加
え
、
同
表
県
税
事
務
所

の
項
を
削
り
、
同
表
環
境
保
健
セ
ン
タ
ー
の
項
中

｢

、
環
境
管
理
事
務
所
長｣

を
削
り
、
同
表
健
康

福
祉
こ
ど
も
セ
ン
タ
ー
の
項
、
中
央
病
院
の
項
、
つ
く
し
が
丘
病
院
の
項
、
農
林
水
産
事
務
所
の
項
、

海
洋
学
院
の
項
及
び
県
土
整
備
事
務
所
の
項
を
削
り
、
同
表
盲
学
校
、
聾
学
校
、
養
護
学
校
の
項
の

次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

同
表
備
考
第
二
項
中｢

第
二
十
九
条
の
四
第
三
項
、
第
百
十
条
第
二
項
、
第
百
二
十
二
条
第
二
項
、

第
百
二
十
八
条
第
一
項
又
は
第
二
百
三
十
七
条
第
一
項｣

を

｢

第
三
十
一
条
第
四
項
、
第
九
十
六
条

第
二
項
、
第
百
八
条
第
二
項
、
第
百
十
四
条
第
一
項
又
は
第
百
二
十
五
条
第
一
項｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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